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2022年５月 10日 

各 位 

会 社 名  株式会社ユー・エス・エス 

代表者名  代表取締役会長 安 藤 之 弘 

（コード番号 4732 東証プライム・名証プレミア） 

問合せ先  取締役副社長統括本部長 山 中 雅 文 

（ＴＥＬ. ０５２－６８９－１１２９） 

 

 

役員報酬制度の改定ならびに 

譲渡制限付株式報酬制度および業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社役員報酬制度の見直しを行うこと、また、譲

渡制限付株式報酬制度（以下、「本譲渡制限付株式報酬制度」という。）および業績連動型株式報

酬制度（以下、「本業績連動型株式報酬制度」といい、本譲渡制限付株式報酬制度とあわせて「本

制度」という。）を導入することを決議し、本制度に関する議案（以下、「本議案」という。）を 2022

年６月 21 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に付議するこ

とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．役員報酬制度の改定について 

当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対する、長期イン

センティブ報酬としての本譲渡制限付株式報酬制度、中期インセンティブ報酬としての本業績連

動型株式報酬制度、また、短期インセンティブ報酬としての賞与の導入を中核とする役員報酬制

度の改定を企図しております。このうち、本制度の導入には、株主総会におけるご承認が必要で

あることから、本議案を本株主総会に付議することといたしました。 

改定後の、当社の新しい役員報酬制度の概要は、「ご参考 役員報酬制度の改定」をご参照くだ

さい。 

 

２．本制度の概要等 

（１）本制度の導入目的等 

① 本制度の導入目的 

本譲渡制限付株式報酬制度は、対象取締役が、当社普通株式を継続して保有することに

より、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上

への貢献意欲を従来以上に高めるための長期のインセンティブとすることを目的とし、ま

た、本業績連動型株式報酬制度は、報酬と会社業績および当社の株式価値との連動性をよ

り明確化すること等により、対象取締役に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る中

期のインセンティブをより強化することを目的として導入するものです。 

 

② 本制度の導入条件 

本制度は、対象取締役に対して本制度に係る当社普通株式の割当てのために金銭報酬債

権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる

報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 

なお、2006年６月 28日開催の当社第 26期定時株主総会において、当社の取締役の報酬
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額は年額５億円以内として、また 2007年６月 26日開催の当社第 27期定時株主総会におい

て、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対するいわゆる株式報酬型ストックオプション

としての新株予約権に関する報酬等の額を上記の取締役の報酬額とは別枠で年額１億５千

万円以内とする旨ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取

締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは

別枠として、対象取締役に対する本譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬等として支給す

る金銭報酬債権の総額を、年額１億５千万円以内として、また、本業績連動型株式報酬制

度に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、各対象期間（（３）①で定義され

る。）につき１億５千万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いす

る予定です。また、本議案のご承認を得られることを条件として、上記のいわゆる株式報

酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額の定めを廃止し、当該報

酬等の額の定めに基づくストックオプションとしての新株予約権の割当ては今後行わない

ものといたします。 

 

（２）本譲渡制限付株式報酬制度の概要 

① 譲渡制限付株式の割当ておよび払込み 

当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬

等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債

権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けること

といたします。 

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日

の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立して

いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引

き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定いたし

ます。 

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび

下記③に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給

いたします。 

 

② 譲渡制限付株式の総数 

対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 300,000 株を、各事業年度におい

て割り当てる譲渡制限付株式の数の上限といたします。 

ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割

当てを含む。以下同じ。）または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り

当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を

合理的に調整することができるものといたします。 

 

③ 譲渡制限付株式割当契約の内容 

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の

割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含

むものといたします。 

 

（ア）譲渡制限の内容 

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は譲渡制限付株式の交付日から当社の取

締役を退任する日までの間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該対象取締役に割り当

てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、

質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることがで

きません（以下、「譲渡制限」という。）。 
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（イ）譲渡制限付株式の無償取得 

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、

最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合

には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で

取得いたします。 

また、本割当株式のうち、上記（ア）の譲渡制限期間が満了した時点において下記（ウ）

の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、

当社はこれを当然に無償で取得いたします。 

 

（ウ）譲渡制限の解除 

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、

最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあっ

たことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって

譲渡制限を解除いたします。 

ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間

の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役

を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時

期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。 

 

（エ）組織再編等における取扱い 

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな

る株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会

（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合において

は、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開

始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株

式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除することができます。 

この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点におい

て、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得いたします。 

 

（３）本業績連動型株式報酬制度の概要 

① 本業績連動型株式報酬制度の仕組み 

本業績連動型株式報酬制度は、当社定時株主総会終了後から翌年に開催する当社定時株

主総会までの期間（以下、「対象期間」という。なお、当初の対象期間は、本株主総会終了

後から翌年の当社定時株主総会までの期間とする。）に係る報酬として、連続する３事業年

度の期間（以下、「業績評価期間」という。なお、当初の業績評価期間は、2023 年３月 31

日に終了する事業年度から 2025 年３月 31 日で終了する事業年度までの３事業年度とし、

その後も、本株主総会で承認を受けた範囲内で、2023 年３月 31 日に終了する事業年度の

翌事業年度以降の各事業年度において、それぞれ当該事業年度を最初の事業年度とした連

続する３事業年度を新たな業績評価期間とする本業績連動型株式報酬制度を実施すること

を予定しております。）の業績目標達成度に応じて算定される数の当社普通株式（以下、「当

社株式」という。）を、業績評価期間終了後に交付する株式報酬（いわゆるパフォーマンス・

シェア・ユニット）制度です。 

具体的には、下記にて定める算定方法により、当社株式を交付するため、業績評価期間

終了後に、対象取締役に対して金銭報酬債権を支給することとし、当社による株式の発行

または自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社

株式を交付することになります。 
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交付株式数＝株式ユニット数（ⅰ）×株式支給率（ii） 

② 本業績連動型株式報酬制度に係る金銭報酬債権の総額および株式総数の上限 

各対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は各対象期間につき１億５千万円以内、各

対象取締役に割り当てる当社株式の総数は各対象期間につき 300,000 株以内といたします。

なお、当社の発行済株式総数が、株式併合または株式分割によって増減した場合は、上限

数はその比率に応じて合理的に調整されます。また、下記③の算定式に定める数の当社株

式の交付を行うことにより、上記の金銭報酬債権の総額の上限または当社株式の総数の上

限を超えるおそれがある場合には、当該金銭報酬債権の総額の上限および当社株式の総数

の上限を超えない範囲で、交付する株式の数を、按分比例等の当社取締役会において定め

る合理的な方法により減少させるものといたします。 

 

③ 本業績連動型株式報酬制度に係る当社株式の数および金銭報酬債権の額の算定方法 

本業績連動型株式報酬制度においては、各業績評価期間終了後の業績目標達成度に応じ

て、交付する当社株式の数および金銭報酬債権の額を以下の算定式に基づいて算定のうえ、

支給いたします。 

 

（金銭報酬債権の額の算定式） 

対象取締役に付与する金銭報酬債権の額＝交付株式数（ア）×当社株式終値（イ） 

 

（ア）交付株式数 

本業績連動型株式報酬制度により各対象取締役に対して交付する当社株式の数をい

います。各対象取締役の交付株式数は、以下の算定式に基づいて算定されます。計算の

結果１株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものといたします。 

 

（交付株式数の算定式） 

 

 

 

（ⅰ） 株式ユニット数 

株式ユニット数は以下の式により算出されます。 

 

（株式ユニット数の算定式） 

 

 

 

（a） 各対象取締役の業績連動型株式報酬基準額 

各対象取締役の業績連動型株式報酬基準額は、当社取締役会からの委任を受けた、

独立社外取締役が過半数を占める当社の指名・報酬委員会において決定いたします。 

 

（b） 基準株価 

基準株価は、業績評価期間の直前の事業年度の最終日の終値（同日に取引が成立し

ていない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）または業績評価期間の直前の事

業年度平均株価のいずれか高い方の株価といたします。 

 

（ii） 株式支給率 

株式支給率は、業績評価期間に係る、TSR（※）評価係数および ROE評価係数の各財務

指標評価係数と、非財務指標係数である ESG評価係数を用いて算出（ただし、計算の結

果が零を下回るときは 0％とする。）します。TSR評価係数および ROE評価係数は、業績

株式ユニット数 ＝ 
各対象取締役の業績連動型株式報酬基準額（a） 

基準株価（b） 
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評価期間毎に設定された目標値の達成率に応じて 0～200％の間で変動します。ESG評価

係数は、－10％～＋10％の間で変動いたします。 

 

※ TSRとは各業績評価期間につき下記の算式に基づき算出される値をいいます。 

 

TSR ＝ 

業績評価期間終了直前 3か月間の株価終値の平均値 

＋業績評価期間中における配当金の総額 － 1 

業績評価期間開始直前 3か月間の株価終値の平均値 
 

 

（イ）当社株式終値 

業績評価期間終了後２か月以内に開催される当社株式の交付のための株式の発行また

は自己株式の処分を決定する当社取締役会の決議の日の前営業日における東京証券取引

所における当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに

先立つ直近取引日の終値）といたします。 

 

④ 対象取締役に対する金銭報酬債権の支給の条件 

業績評価期間が終了し、以下の全ての支給条件を満たした場合に、各対象取締役に対し

て金銭報酬債権を支給し、その全部を現物出資させることで各対象取締役に当社株式を交

付するものといたします。 

（ア）対象取締役が、対象期間中に継続して当社の取締役の地位にあったこと 

（イ）当社取締役会にて定める一定の非違行為がなかったこと 

（ウ）その他業績連動型株式報酬としての趣旨を達成するために必要なものとして当社

取締役会が定める要件を充足すること 

ただし、対象期間中に新たに就任した対象取締役または役位変更があった対象取締役が

存在する場合には、当該対象取締役に交付する当社株式の数を必要に応じて合理的に調整

いたします。 

また、業績評価期間中に対象取締役が死亡その他正当な事由により退任した場合には、

上記②の金銭報酬債権の総額の上限または当社株式の総数の上限の範囲内で、本業績連動

型株式報酬制度に基づく当社株式の交付に代えて、それに相当する額として当社取締役会

が合理的に算定する額の金銭を、当該退任した日より一定の期間内に支給（死亡の場合に

はその承継者となる相続人に対する支給を含む。）することができるものといたします。 

 

⑤ 組織再編等における取扱い 

業績評価期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換

契約もしくは株式移転計画、当社が分割会社となる新設分割計画もしくは吸収分割契約（分

割型分割に限る。）または当社が特定の株主に支配されることとなる株式併合、全部取得

条項付種類株式の取得もしくは株式売渡請求（以下、「組織再編等」という。）に関する

事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要

さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合（ただし、当該組織再編等の

効力発生日が本業績連動型株式報酬制度に基づく当社株式の交付の日より前に到来するこ

とが予定されているときに限る。）、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、上記②の金

銭報酬債権の総額の上限または当社株式の総数の上限の範囲内で、当該当社株式の交付に

代えて、それらに相当する額として当社取締役会が合理的に算定する額の金銭を支給する

ことができるものといたします。 

 

（４）マルス・クローバック制度 

本制度の導入とあわせ、対象取締役が法令または社内規程等に重要な点で違反したと当社取

締役会が認めた場合および重大な不正会計や巨額損失等を含む当社取締役会が定める一定の事
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由が生じた場合、当該対象取締役に対し、本制度に基づく当社普通株式を交付せず、あるいは

交付した当社普通株式の全部または一部を無償取得することや交付した当社普通株式に代わる

時価相当額の金銭を支払わせる制度を導入するものといたします。 

 

以 上 
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ご参考 役員報酬制度の改定 

当社は、独立社外取締役が過半数を占める当社の指名・報酬委員会における審議を経て、2022

年５月 10日開催の当社取締役会において、当社役員報酬制度の見直しを行うこと、また、譲渡制

限付株式報酬制度および業績連動型株式報酬制度を導入することを決議し、これらの新しい株式

報酬制度に関する議案を 2022 年６月 21 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会に付議すること

といたしました。なお、今回の当社役員報酬制度の見直しに際しては、外部専門機関として株式

会社日本総合研究所を起用いたしました。 

当該定時株主総会において、株主の皆様にご承認を頂いた場合における、当社の新しい役員報

酬制度の概要は、以下のとおりです。 

 

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針  

 

（１）役員報酬制度に係る基本方針 

・当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営人材を保

持・獲得するため、競争力のある報酬水準に設定いたします。 

・固定報酬（基本報酬）に加え、業績連動報酬として、短期インセンティブ報酬である賞与、

中期インセンティブ報酬である業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット

/PSU）および長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬（リストリクテッド・ス

トック/RS）を設定し、これらの割合等を適切に設定することにより、持続的な成長に向け

た健全なインセンティブとして機能するものといたします。  

 

（２）役員報酬制度の内容 

・上記（１）の基本方針に基づく当社取締役への報酬制度の概要は下記表のとおりです。下

記表の「●」は、それぞれの報酬等の支給対象者を示します。 

報酬等の種類 

支給対象 

業務執行取締役 

（注１） 

社外取締役 

（注２） 

監査役 

（注３） 

固定 金 

銭 

基本報酬 ● ● ● 

変動 

賞与 ● － － 

株 

式 

業績連動型株式報酬 ● － － 

譲渡制限付株式報酬 ● － － 

（注）１ 業務執行取締役とは、当社取締役のうち、社外取締役ではない者を指します。

業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」、「賞与」、「業績連動型株式報酬」および「譲

渡制限付株式報酬」により構成されています。 

２ 社外取締役の報酬は、高い客観性・独立性をもって経営を監督する立場にある

ことから、基本報酬のみで構成されています。 

３ 監査役の報酬は、監査役の協議にて決定しており、高い客観性・独立性をもっ

て経営を監査および監督する立場にあることから、基本報酬のみで構成されてい

ます。 

・業務執行取締役に対する各報酬の割合（注）は以下のとおりです。 

報酬の種類 報酬構成 

基本報酬 60％ 

賞与 20％ 

業績連動型株式報酬 10％ 

譲渡制限付株式報酬 10％ 

（注） 業績 100％達成時の目安となる割合。 
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（３）基本報酬 

・基本報酬は、役位毎の役割の大きさや責任範囲等を踏まえて定め、毎月定額を支給いたし

ます。 

 

（４）賞与 

・賞与は、毎事業年度の業績達成度合に基づき以下の算式により算出される額の金銭報酬を

支給する短期インセンティブ報酬としての業績連動型金銭報酬です。 

・賞与は、賞与算定基礎額（i）に、賞与支給率（ii）を乗じて、個人別の支給額を決定いた

します。 

 

 

 

（i） 賞与算定基礎額 

・賞与算定基礎額は、当社取締役会からの委任を受けた、独立社外取締役が過半数を占

める当社の指名・報酬委員会において決定いたします。 

 

（ii） 賞与支給率 

・賞与支給率は、売上高評価係数、営業利益評価係数、当期純利益評価係数（親会社株

主に帰属する当期純利益を用いる。以下同じ。）および ROE 評価係数の各財務指標評

価係数（すべて連結を基準とする。以下同じ。）を、該当するウエイト（売上高評価

係数 20%、営業利益評価係数 40%、当期純利益評価係数 20%および ROE 評価係数 20%）

を用いて算出いたします。 

・上記の各財務指標評価係数は、事業年度毎に設定された目標値の達成率に応じて 0～

200％の間で変動いたします。また、売上高評価係数、営業利益評価係数および当期

純利益評価係数については、各期初に公表する業績予想値を目標値といたします。ROE

評価係数については、当社の中期的な経営指標の１つである 15％を目標値といたし

ます。 

 

【賞与支給率を構成する財務指標および評価係数】 

区分 KPI 判定基準 ｳｴｲﾄ 達成率 評価係数 

財務 

指標 

売上高 目標値の達成度 20% 

下限 50% 0% 

目標 100% 100% 

上限 150% 200% 

営業利益 同上 40% 

下限 50% 0% 

目標 100% 100% 

上限 150% 200% 

当期純利益 同上 20% 

下限 50% 0% 

目標 100% 100% 

上限 150% 200% 

ROE 
同上 

 
20% 

下限 ROE11%未満 0% 

目標 15% 100% 

上限 ROE20%以上 200% 

賞与支給率 ＝ 売上高評価係数×20% ＋ 営業利益評価係数×40% 

        ＋ 当期純利益評価係数×20% ＋ ROE評価係数×20% 

賞与 ＝ 賞与算定基礎額（i） × 賞与支給率（ii） 
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（５）業績連動型株式報酬 

・業績連動型株式報酬は、報酬と会社業績および当社の株式価値との連動性をより明確化す

ること等により、業務執行取締役に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る中期のイ

ンセンティブをより強化することを目的として付与する株式報酬です。当社は、当社定時

株主総会終了後から翌年に開催する当社定時株主総会までの期間（以下、「対象期間」とい

う。）に係る業務執行取締役に対する中期インセンティブ報酬として、連続する３事業年度

の期間（以下、「業績評価期間」という。）の業績目標達成度に応じて算定される数の当社

普通株式を、業績評価期間終了後に交付いたします。 

・業績連動型株式報酬として支給される当社普通株式の数（交付株式数）は、株式ユニット

数（i）に、株式支給率（ii）を乗じて算出いたします。 

 

交付株式数 ＝ 株式ユニット数（i） × 株式支給率（ii） 

 

（i） 株式ユニット数 

・株式ユニット数は、各業務執行取締役についての業績連動型株式報酬基準額（a）を、

基準株価（b）で除して算出いたします。 

 

（a） 業績連動型株式報酬基準額 

・業績連動型株式報酬基準額は、当社取締役会からの委任を受けた、独立社外取締

役が過半数を占める当社の指名・報酬委員会において決定いたします。 

（b） 基準株価 

・基準株価は、業績評価期間の直前の事業年度の最終日の終値（同日に取引が成立

していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）または業績評価期間の直

前の事業年度平均株価のいずれか高い方の株価といたします。  

 

（ii） 株式支給率 

・株式支給率は、業績評価期間に係る、TSR（※）評価係数および ROE評価係数の各財

務指標評価係数を、該当するウエイト（TSR評価係数 50%および ROE評価係数 50%）を

用いて算出のうえ、非財務指標係数である ESG評価係数を加減のうえ算出いたします

（ただし、計算の結果が零を下回るときは 0%といたします。）。 

・TSR評価係数および ROE評価係数は、業績評価期間毎に設定された目標値の達成率に

応じてそれぞれ 0～200％の間で変動いたします。 

・非業績指標係数である ESG評価係数は、業績評価期間に係る MSCIおよび CDPによる

格付に連動した数値を用い、－10％～＋10％の間で変動いたします。 

 

株式支給率 ＝ TSR評価係数×50% ＋ ROE評価係数×50% ± ESG評価係数 

 

※TSR 

・TSRとは、各業績評価期間につき下記の算式に基づき算出される値をいいます。 

TSR ＝ 

業績評価期間終了直前 3か月間の株価終値の平均値 

＋業績評価期間中における配当金の総額 － 1 

業績評価期間開始直前 3か月間の株価終値の平均値 

 

株式ユニット数 ＝ 
各業務執行取締役の業績連動型株式報酬基準額（a） 

基準株価（b） 
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【株式支給率を構成する財務指標および評価係数】 

区分 KPI 判定基準 ｳｴｲﾄ 達成率 評価係数 

財務 

指標 

TSR

（Index

比較） 

TOPIX500社の株式成長

率に対する当社の TSR 

（相対的株式成長率） 

50% 

相対的株式成長率が

70％未満の場合 
0% 

相対的株式成長率が

70％以上 130％以下の

場合 

相対的株

式成長率

の値 

相対的株式成長率が

130％を超える場合 
200% 

ROE 目標値の達成度 50% 

下限 ROE11%未満 0% 

目標 15% 100% 

上限 ROE20%以上 200% 

 

 

（６）譲渡制限付株式報酬 

・譲渡制限付株式報酬は、業務執行取締役に対する長期インセンティブ報酬と位置づけ、業

務執行取締役が当社普通株式を継続して保有することにより、株価変動のメリットとリス

クを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める

ための長期のインセンティブとすることを目的として付与する株式報酬です。当社は、原

則として毎年、譲渡制限付株式報酬としての当社普通株式の交付日から、業務執行取締役

が当社取締役を退任する日までの間を譲渡制限期間とする譲渡制限付株式報酬を付与いた

します。 

・譲渡制限付株式報酬の各年における支給総額は、当社取締役会からの委任を受けた、独立

社外取締役が過半数を占める当社の指名・報酬委員会において決定し、株式総数について

は、各年 300,000株を上限といたします。 

 

（７）業務執行取締役の報酬水準および報酬構成比率 

・TOPIX500社および当社と同水準の時価総額や売上高の企業における報酬水準および報酬構

成比率ならびに当社従業員の労働分配率および報酬水準とも比較した上で、これらを総合

的に判断して、適切な報酬水準および報酬構成比率を設定しています。 

・業務執行取締役の報酬構成については、当社業績との連動性をより明確にし、中長期的な

業績向上と企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的に、報酬水準や報酬形態お

よびその割合等を決定し、これらにつき定期的に見直しを行います。なお、業務執行取締

役に対する各報酬の割合は上記（２）をご参照ください。 

 

（８）報酬の返還等（マルス・クローバック制度） 

・業務執行取締役に対して付与される業績連動型株式報酬および譲渡制限付株式報酬につい

て、報酬の返還制度（マルス・クローバック制度）を導入しております。業務執行取締役

が法令または社内規程等に重要な点で違反したと当社取締役会が認めた場合および重大な

不正会計や巨額損失等を含む当社取締役会が定める一定の事由が生じた場合、当該業務執

行取締役に対し、当社普通株式を交付せず、または交付した当社普通株式の全部または一

部や交付した当社普通株式に代わる時価相当額の金銭について、返還請求等を行うものと

します。返還請求等の決定およびその内容は、当社取締役会決議により決定されます。 

 

（９）取締役の報酬等の決定プロセス 

・当社取締役の報酬等の内容の決定に関する方針および個人別の報酬等の内容は、当社取締

役会の委任を受け、独立社外取締役が過半数を占める当社の指名・報酬委員会において客
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観的な審議を経て決定されるものといたします。 

・当社の指名・報酬委員会の審議においては、報酬制度に関する客観的視点、専門的な知見

や情報の提供を目的として、必要に応じて外部専門機関に助言を求めます。 

 

（１０）執行役員の報酬等の決定に関する方針 

・当社執行役員の報酬等の決定に関する方針は、当社取締役の報酬等の決定に関する方針に

準ずるものとしており、「基本報酬」、「賞与」、「業績連動型株式報酬」および「譲渡制限付

株式報酬」により構成しています。 

 

以 上 

 


